
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９号 

長与町介護保険条例の一部を改正する条例 

令和６年３月５日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 第９期介護保険事業計画に基づく介護保険料の改定及び第１号被保険者の所

得段階の区分変更を行うほか、所要の改正を行うもの。 

上記議案を提出します。 



   長与町介護保険条例の一部を改正する条例 

 長与町介護保険条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条を次のように改める。 

 （保険料率及び保険料） 

第１４条 令和６年度から令和８年度までの各年度分の保険料は、次の各号に掲げる第１

号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 令第３８条第１項第１号に掲げる者 ２８，９００円 

 (2) 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４３，６００円 

 (3) 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ４３，９００円 

 (4) 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ５７，２００円 

 (5) 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ６３，６００円 

 (6) 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ７６，３００円 

 (7) 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ８２，７００円 

 (8) 令第３８条第１項第８号に掲げる者 ９５，４００円 

 (9) 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １０８，１００円 

 (10) 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １２０，８００円 

 (11) 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １３３，６００円 

 (12) 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １４６，３００円 

 (13) 前各号のいずれにも該当しない者 １５２，６００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６年度か

ら令和８年度までの各年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、１８，２００円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６年度

から令和８年度までの各年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、３０，９００円とす

る。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６年度

から令和８年度までの各年度の保険料は、同号の規定にかかわらず、４３，６００円とす

る。 

 第１６条第１項を次のように改める。 

  普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。この場合におい

て、それぞれ定める納期が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に定める休日（以下「休日等」という。）に当たるときは、その直後の休日

等でない日を納期とする。 

 第１期 ６月３０日まで 

 第２期 ７月３１日まで 

 第３期 ８月３１日まで 

 第４期 ９月３０日まで 



 第５期 １０月３１日まで 

 第６期 １１月３０日まで 

 第７期 １２月２５日まで 

 第８期 １月３１日まで 

 第９期 ２月末日まで 

 第１０期 ３月３１日まで 

 第１８条第３項中「第３９号第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、「(1)」

を「同号イ(1)」に、「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１２

号ロ」に、「第３９号第１項第１号から第９号」を「第３８条第１項第１号から第１２号」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の長与町介護保険条例第１４条の規定は、令和６年度分の保険

料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


